
ＨＹ３１２

第一級アマチュア無線技士「法規」試験問題

３０問２時間３０分

Ａ－１次の記述のうち、電波法（第２条）に規定する「無線局」の定義に適合するものはどれ力も下の１から４までのうちから一つ選べ

１免許人及び無線設備の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

２無線設備及び無線従事者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

３無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

４免許人、無線設備及び無線設備の操作又はその監督を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まなし＄

Ａ－２次に掲げる者のうち、無線局の免許を与えられないことがある者はどれか。電波法（第５条）の規定に照らし、下の１から４までの

うちから一つ選ﾊﾐ

１無線局の運用の停止の命令を受け、その停止期間終了の日から２年を経過しなし渚

２電波の発射の停止の命令を受け、その停止の命令の解除の日から２年を経過しない者

３刑法に規定する罪を犯し懲役に処せられ、その執行を終わった日から２年を経過しない者

４電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から２年を経過しない者

Ａ－３次の記述のうち、無線局の無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人が、総務省令で定める場合を除き、許可に係る無線設備を運

用するためにとるべき措侭として正しいものはどれ力も蝋波法（第１８条第１面の規定に照らし、下の１から４までのうちから-つ選
べ

。

１総務大臣にその工事の結果を記載した書面を提出し、許可を受けた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならなし3

２その工事の結果が許可の内容に適合している旨を総務大臣に届け出た後でなければ､許可に係る無線設備を運用してはならない。

３その工事が完了した後、試験趣波を発射し、その魑波が正常であることを確認した後でなければ、許可に係る無線設備を運用して

はならない

４総務大臣の検査を受け、その工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後でなけれ}エ許可に係る無線設備を運用して

はならない。

Ａ－４次の記述のうち、無線局の免許状に記載した免許人の住所に変更を生じたときに免許人がとるべき措極として正しいものはどれ力も

電波法（第２１条）の規定に照らし、下の１から４までのうちから一つ選べ

110日以内に、総務大臣にその旨を届け出なければならない。

２その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。

３その免許状を訂正し、その写しを添えて総務大臣に報告しなければならない。

４総務大臣にその旨を届け出るとともに、直近の無線局の検査の際に免許状の訂正を受けなければならない◎

Ａ－５次の記述のうち、電波法施行規則（第２条）に規定する用語の定義に適合しないものはどれカモ下の１から４までのうちから一つ選
べ

◎

１１iiRl当周波数」とは、無線局に割り当てられた周波数帯の中央の周波数をいう。

２「特性周波数ｌとは、与えられた発射において容易に識別し、かつ、測定することのできる周波数をいう。

３「基準周波数」とは、割当周波数に対して、固定し、かつ、特定した位歴にある周波数をいう。この場合において、この周波数の

割当周波数に対する偏位は、特性周波数が発射によって占有する周波数帯の中央の周波数に対してもつ偏位と同一の絶対値及ＵＶ司一の

符号をもつものとする。

４「占有周波数帯幅｣とは､その上限の周波数を超えて翻され､及びその下限の周波数未満において鞠される平均魎力がそれぞ
れ与えられた発射によってiii射される全平均電力の0.05ﾊﾟｰｾﾝﾄに等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう｡ただし､周波数分
割多重方式の場合、テレビジョン伝送の場合等０．０５パーセントの比率が占有周波数帯幅及び必要周波数帯幅の定義を実際に適用す

ることが困難な場合においては、異なる比率によることができる。

(ＨＹ３１２－１）



A－６次の記述は､電波の強度に対する安全施設について述べたものである｡電波法施行規則(第21条の3)の規定に照らし［二コ内
に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の１から４までのうちから一つ選へ

①無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度（電界強度、磁界強度及び電力束密度をいう。以下同じ。）が?籔皮i曳晦行規

則別表第２号の３の２（電波の強度の値の表）に定める値を超える場所（人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限

る。）に取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次に掲げる無線局の無線設備に

ついては、この限りではない。

(1)「五1以下の無線局の無線設備
②「訂の無線設備
（３）地震、台風洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそｵLがある場合において、臨時に開設

する無線局の無線設備

（４）(1)から(3)までに掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線

設備

②①の電波の強度の算出方法及び測定方法については、総務大臣が別に告示する。

》癖》》
》錦》録

Ｂ

Ａ

規格電力が５０ミリワット

平均電力が２０ミリワット

平均電力が２０ミリワット

規格電力が５０ミリワット

１
２
３
４

A－７次の記述は､高圧電気に対する安全施設について述ぺたものである｡電波法施行規則(第25鏑の規定に照らし､「~］内に入れ
るべき最も適切な字句の組合せを下の'から4までのうちから-つ選角なお､同じ記号の、内には､同じ字句が入るものとす
る。

送信設備の空中線給電線若しくはｶｳﾝﾀｰﾎﾟｲｽﾞであって高圧電気(高周波若しくは交lii1Q重圧「X可又は直流の趣圧750
ﾎﾞﾙﾄを超える電気をいう｡）を通ずるものは､その高さが人の歩行その他起居する平面から１－百コ以上のものでなければならない。
ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

（１）「百可に満たない高さの部分が､人体に容易に触れない|i#造である場合又は人体が容易に触れなし位置にある場合
②移動局であって､その移動体の構造上困難であり､かつ､[－℃~|以外の者が出入しない場所にある場合

C

1lillii鬘':：
取扱者

Ａ

６００ボルト

６００ボルト

３００ボルト

３００ボルト

Ｂ

２．５メートノレ

４．５メートル

２．５メートル

４．５メートル

１
２
３
４

Ａ－８次に掲げる事項のうち、送信空中線の指向特性を定める事項に骸当しないものはどれ力も無線設備規則（第２２条）の規定に照らし、

下の１から４までのうちから一つ選べ

空中線の利得

水平面の鐡射の角度のi息Ｉ
空中線を殻掴する位邇の近傍にあるものであって電波の伝わる方向を乱すもの

給電線よりのiii射

１
２
３
４

、内に入れるべき最も適切な字句Ａ－９次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法礒５６鋼の規定に照らし、

の組合せを下の１から４までのうちから－つ選べ

無線局は､□又はj職波天文業務(瀬の用に供する受信設備その他の総務省令莚塗る受信設備(無線局のものを除く｡）で総務
大臣が指定ず舌、こ□を与えないように運用しなければならない｡ただし「で~1については､この限りでない。

注宇宙から発する芯波の受１月を基礎とする天文学のための当；舞四波の受信の楽務をいう。

癖『》、》錘

Ｂ

そのi運用を阻害するような混信その｛也の妨害

いかなる微弱なレベルにおいても混信

その運用を阻害するような混信その他の妨害

いかなる微弱なレベルにおいても混信

》》１
２
３
４

(ＨＹ３１２－２）



Ａ－１０次の記述は、無線局のモールス無線通(言における電波の発射前の措置について述べたものである。無線局運用規則儲１９条の２）の

規定に照らし､Ｆ１内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の'から4までのうちから一つ選べ

無線局は､相手局を呼び出そうとするときは.電波を発射する前に､囚に調整し､回その他必要と認める周波数によって
「訂し､他の通信に混信を与えないことを確かめなけれI雄らない｡7Ｅ７ＥＬ､適鑑通信《~蕊爾信､安全通信及び電波法第74条第
１項に規定する通信を行う場合並びに海上移動業務以外の業務において他の通信に混信を与えないことが確実である電波により通信を

行う場合は、この限りでない

》輕轆》
良
良
常
常

巍
巍
巍
巍

Ａ》》》蕊

Ｂ

発射可能な電泌[の型式及び周波数

自局の発射しようとする電波の周波数

識
》

を》
》

辮
噸

Ｃ

１
２
３
４ 発射可能な電波の型式及び凋波数

自局の発射しようとする電波の周波数

Ａ－１１次の記述は、モールス無線通信の通信中において、混信の防止その他の必要により使用電波の型式又は周波数の変更を要求しようとす

るときに順次送信すべき事項を掲げたものである｡無線局運用規則(第34条)の規定に照らし､、内に入れるべき段も適切な字
句の組合せを下の１から４までのうちから一つ選べ。

①Qsu又はQsw若しくは「X=１
②変更によって使用しようとする周波数（又は電波の型式及び周波数）

③？（｢「百１」を送信したときに限る｡）

回
回
回

１
１
１

Ｗ
Ｕ
ｗ
Ｕ

ｓ
ｓ
ｓ
ｓ

Ｂ
Ｑ
Ｑ
Ｑ
Ｑ

Ｙ
Ｙ
ｘ
ｘ

ｓ
ｓ
Ｒ
Ｒ

Ａ
Ｑ
Ｑ
Ｑ
Ｑ

１
２
３
４

Ａ－１２次の記述は、モールス無線通信における特定局あて一括呼出しについて述べたものである。無線局運用規則（第１２７条の３及び

第261鋼の規定に照らし､、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから-つ選べ。

①２以上の特定の無線局を一括して呼び出そうとするときは、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。

（１）相手局の呼出符号「X=１
②ＤＥ１回

（３）自局の呼出符号 □
④Ｋ１回

②①の(1)に掲げる相手局の呼出符号は、「ＣＱ｣に「５１を付したものをもって代えることができる。

轤
慈
の
の

し
し

盤
峅
蝿
蠅

Ｃ

下
下

四
回
醜
回

Ｂ
３
１
３
１

Ａ

そｵl/ぞ獄し２回以下

それぞれ３回以下

それぞれ３回以下

それぞれ２回以下

１
２
３
４

Ａ－１３次の記述は、モールス無線通信における通報の反復について述べたものである。無線局運用規則（第１２条、第１３条及び第３２条並

びにEII表第１号及醗Ⅱ表第２号)の規定に照らし､[司内に入れるべき略符号及びそのﾓｰﾙｽ符号の組合せを下の1から4までの
うちから一つ選'､、

、」の次に反復する箇所を示すものとする。相手局に対し通報の反復を求めようとするときは、「

略符号モールス符号

１ＲＰＴ｡－゜・－－゜

２ＲＰＴ一・・－－．－

３ＲＥＦ．－．・－－．

４ＲＥＦ－．．－－．－

注モールス符93の点､線の長さ及U1m隅は、纐筒化してある。

(ＨＹ３１２－３）



Ａ－１４次の記述のうち、モールス無線通信において、「そちらの信号の強さは、かなり強いですｂ」を示すＱ符号をモールス符号で表したも

のはどれ力も無線局運用規則（第１２条及び第１３条並びに別表第１号及びり３１１表第２号）の規定に照らし、下の１から４までのうちから

－つ選べ

１－－．－．－゜－．－．・・・．

２－－．－。－.－．・・・－－

３－－．－・・・．－・・・・・

４－－．－・・・．－・・・－－

注モールス符号の点､鰍のf2さ』hmlU隅は、6,略化してある。

Ａ－１５次の記述のうち、ＴＯＫＹＨＡＲＵＭＩをモールス符号で表したものはどれ力も無線局運用規則（第１２条及び別表第１号）の規定

に照らし、下の１から４までのうちから－つ選べ

●
●
。

。
・
・
・
擁

●
●
●
■
｝
』
Ⅱ
）

’
一
一
一
醗

。
。
一
一
土

一一一一銅
●
一
一
●
』
（
』秘

’
’
’
一

点

一一一一》
一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一
一
注

『
Ⅱ
（
、
夕
自
（
『
）
幻
二
一

●
●

●
●

●

●
●

●
●●
●

●
●
●

●

●
●

●
●

曰
●
●

－●

●●●

●●

●●●

Ａ－１６次の記述のうち、６ＳＷＥＰＣＺＶ３７をモールス符号で表したものはどれ力も無線局運用規則（第１２条及UW3U表第１号）の規定

に照らし、下の１から４までのうちから一つ週､

１．．．．－・・・・－－－。。－°

２－．．．．・・・・－－・・一一・

３．．．．－｡・・・｡――・・－－゜

４一・・・・。・・・・－－－｡。－．

注モールス符ﾘﾗU､点､線の良さ及醐iNWIは､纐各化してある。

●
●

●
■
■
●

●
●

●●●－－－－●●

●●●－●｡●－－

－●●●－－－●●

■－－●●●●●●－－

●●－－－

■－■■－●●●

、●－－－■■■

，-■■－●●●

●
●

●
●

●
●

●
●

A-17次の記述は､無線従轄の免許の１６酎肖し等について述べたものである｡電波法(第79鏑の規定に照らし［=。内に入れるべき
最も適切な字句の組合せを下の１から４までのうちから一つ選'、

｢Ｘ１以内の期間を定めて総務大臣は、無線従事者がｾﾞkの(1)から③までのいずれかに該当するときは、その免許を取り消し、又は

その「宮司することができる。
（１）電波法若しくは鰯皮法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

②不正な手段により免許を受けたとき。

（３）著しく心身に欠陥があって無線従事者たるに適しない者に該当するに至ったとき。

鑿i騨騨!i蕊騨鰻
無線設備の操作の範囲を制限

業務に従察することを停止

月
月
月
月

箇
箇
箇
箇

Ａ
６
６
３
３

１
２
３
４

A-18次の記述は､ｱﾏﾁｭｱ局の免許状の備付け等について述べたものである｡電波歯通行規則(第38条)の規定に照らし､、内
に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の１から４までのうちから－つ選べ

①免許状は「X~1の見やすい箇所に掲げておかなければならない｡ただし､掲示を困難とするものについては､その掲示を要しな
し＄

②移動するｱﾏﾁｭｱ局(人工衛星に開設するものを除く｡）にあっては､①にかかわらず､その「百可に免許状を備え付け､か
つ、総務大臣が別に告示するところにより、その送信装邇のある場所に総務大臣又は総合通信局長（i0iWiH鯰合通信事務所長を含むｂ）

が発給する証票を備え付けなければならない。

》
》

『の》の

Ａ

無線局をi里用する場ﾘﾗｆ

無線局を運用する場所

主たる送信装極のある場所

主たる送信装置のある場所

１
２
３
４

(ＨＹ３１２－４）



Ａ－１９次の記述のうち、無線局の免許人が電波法若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに総務大臣が当該無

線局に対して行うことができる処分はどれ力も電波法（第７６鋼の規定に照らし、下の１から４までのうちから－つ選診、

再免許を拒否する。

３箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命ずる゜

６箇月以内の期間を定めて使用する$翻皮の型式を制限する。

３箇月以内の期間を定めて通信の相手方又は通信事項を制限する。

１
２
３
４

Ａ－２０次の記述は、社団（公益社団法人を除く。以下同じ。）であるアマチュア局の免許人が行わなければならないことを述べたものである。

電波法施行規則(第43条の4)の規定に照らし､[￣~l内に入れるぺき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ
選べ

幽であるｱﾏﾁｭｱ局の免許人は､その「７丁１
｢可なければならない。

｢百丁総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む｡）に及び理事に関し

Ａ檸纒蔵露

Ｂ

変更したときは、

変更しようとするときは、あらかじめ

変更しようとするときは、あらかじめ

変更したときは、

Ｃ

届け出

申請し

届け出

申請し

１
２
３
４

Ａ－２１次の記述のうち、無線通信規則（第５条）の周波数分配表において、アマチュア業務に分配されている周波数帯はどれiｳも下の１から

４までのうちから－つ選べ

１８，２６８ｋＨｚ～１８，６１８ｋＨｚ

１８，１６８ｋＨｚ～１８，２６８ｋＨｚ

１８，０６８ｋＨｚ～１８，１６８ｋＨｚ

１８，０１８ｋＨｚ～１８，０６８ｋＨｚ

１
２
３
４

Ａ－２２次の記述のうち、無線通I層i規則（第１５条Ｊの無線局からの凋菖を防止するための措圃の規定に適合しないものはどれ力も下の１から

４までのうちから一つ選公、

ふく

１送信局は、業務を満足に行うため必要なJiM､限の電力でl縞射する。

２混信を避けるために、送信局の無線設備及び、業務の性質上可能な場合には、受信局の無線設備は、特に注意して選定しなければ

ならない。
ふく

３混信を避けるために、不要な方向への輻射又は不要な方向からの受信は、業務の性質上可1M菖な場･合には、指向性のアンテナの利点

をできる限り利用して、最小にしなければならない。

４すべての局は、不要な伝送、過剰な信号の伝送、虚偽の又はまぎらわしい信号の伝送、識別信号のない信号の伝送を禁止する（無

線通信規則第１９条（局の識別）に定める例外を除く。）。

｢司内に入れるべき最も適切な字句Ａ－２３次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則（第１８条）の規定に照らし、

の組合せを下の１から４までのうちから一つ選べ

①送信局は、その属する国の政府が適当な様式で、かつ、無線通信規則に従って発給する許可書がなけれ'エ

おいても､囚二とができない｡ただし､鱒線通信規則に定める例外の場合を除く。
②許可書を宥孑露は､回に従い､川を守ることを要する。

個人又はいかなる団体に

嚥醗聴曄

》 》》 》
Ｃ

Ｂ

その属する国の法令

国際電気通信連合憲章及び国禁電気通信連合条約の関連規定

その属する国の法令

、
、
、
、

０
‐
）
し
し
し

Ａ
鑓
鎚
麺
》

又は運用する

又は運用する

又は保守する

又は保守する

１
２
３
４

国際電気通信連合憲章及び国際趣気通信連合条約の関連規定

(ＨＹ３１２－５）



Ｒ内に入れるべき最も適Ａ－２４次の記述は、アマチュア業務について述べたものである。無線通信規則（第２５条）の規定に照らし、

切な字句の組合せを下の１から４までのうちから一つ選べ

国際電気通信連合憲章､国漂瞳適f訂連合条約及び無線通信規則の「X１一般規定は､ｱﾏﾁｭｱ局に適用する。
ｱﾏﾁｭｱ局は､その伝送中亡己自局の呼出符号を伝送しなければならない。
主管庁は､□にｱﾏﾁｭｱ局が準備できるよう､また､通信の必要性を満たせるよう､必要な措置をとることが奨励される。

①
②
③

時
時

Ｃ》》》》る
る

翫
鰯

に
に

辨 辨
の
の

べ
『

Ａ
す
す

Ｂ

３０分を標準として

短い間隔で

３０分を標準として

短い間隔で

１
２
３
４

B－１次の記述は、アマチュア無線局の予備免許及び予備免許中の変更等について述べたものである。電波法(第8条、第９条及び第１１

条)の規定に照らし､Ｒ内に入れるべき最も適切な字句を下の'から'０までのうちからそれぞれ一つ選､なお､同じ記号の
、内には､同じ字句が入るものとする。

①総務大臣は､無線局の免許の申請を電波法第７条（申請の審査）の規定により審査した結果､その申請が同条の規定に適合している

と認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。

（１）工率懲成の期限（２）電波の型式及び周波数（３）識Ⅱ信号Ｑ）「ﾃォ⑤運用許容時間
②総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があった場合において、相当と認めるときは､①の(1)の期限を延長することができる。

③①の予備免許を受けた者は､｢Ｔ]を変更しようとするときは､あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない｡ただし､総
務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。

④③のただし書Q璽旦夏について□を変更したときは､遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
⑤③の変更は､□に変更を蒋二冠のであってはならず､かつ､電波法第３章の［三~lに合致するものでなけｵu塗らない
⑥①の予備免許を受けた者は、通信の相手方、通信事項又は無線設備の設置場所を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許

可を受けなければならない。

⑦①の(1)の期限(②の規定による期限の延長があったときは､その期限)経過後田以内に電波法第'０条(落成後の検査)の
規定による工事落成の届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。

空中線の型式及UV蒋成並びに空中線電力

工事設計 繊稠》
掴掛率》銅
中空２
４
６
８
０

１

１
３
５
７
９

周波数､電波の型式又は空中線電力

無線局の開設の根本的基準

１週間

B－２次の表のアからオまでの各欄の記述は、それぞれ電波の型式の記号表示と主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及

び伝送情報の型式に分類して表す電波の型式を示したものである。電波法施行規則（第４条の２）の規定に照らし、↑翻皮の型式の記号表

示と電波の型式の内容が適合するものを１，適合しないものを２として解答せよ。

(ＨＹ３１２－６）

区分
電波の型式

の記号

電波の型式

聿搬差波の変調の型式 羊j9Gi差波を変調する信号の性質 伝送情報の型式

ア Ｆ１Ｂ 角度変調で周波数変調
デジタノレ信号である単一チャネルのものであっ

て変調のための圏輝i差波を使用しないもの

霞(言であって自動受信を目的と

するもの

イ Ｃ３Ｆ 振幅変調で残留側波滞「 アナログ信号である単一チャネルのもの テレビジョン（映像に限る。）

ウ Ｇ７Ｄ 角度変調で位相変調 デジタル信号である２以上のチャネルのもの

￣

ﾌF￣

指令

タ伝送、遠隔測定又は遠隔

二二 Ａ２Ａ 振幅変調で両側波帯
デジタノレ信号である単一チャネルのものであっ

て変調のための鬮臘QfjE波を使用しないもの

電信であって聴覚受ｲ言を目的と

するもの

オ Ｈ３Ｅ アナログイ言号である単一チャネルのもの 蝋話（音響の放送を含tjb）



Ｂ－３次の記述は、モールス無線通信に使用するＱ符号及びその意義の組合せを掲げたものである。無線局運用規則（第１３条及び別表第

２号）の規定に照らし、Ｑ符号及びその意義が適合するものを１，適合しないものを２として解答せよ。

Ｑ符号

ＱＲＡ？

ＱＲＫ？

ＱＲＭ？

ＱＲＯ？

ＱＴＨ？

意義

貴局名は、何です力、

こちらの伝送は、混信を受けています力も

そちらは、空餓に妨げられています力も

こちらは、送信機の電力を増ipしましょう力も

緯度及び経度で示す（又は他の表示による。）そちらの位腫は、何です力も

ア
イ
ウ
エ
オ

Ｂ－４次の記述は、アルファベットの字句及びそのモールス符号の組合せを掲げたものである。無線局運用規則（第１２条及び別表第１

号）の規定に照らし、アルファベットの字句及びそのモールス符号が適合するものを１、適合しないものを２として解答せよ。

字句モールス符号

アＵＮＩＦＯＲＭ。．－－゜。。．。－゜－－－

イＶＩＣＴＯＲ・・・－..－－．－－－－－

ウＷＨＩＳＫＥＹ・－－．．．．．．．．．－．－

エＹＡＮＫＥＥ－．－－．－－．－．－・・

オＺＵＬＵ－．．－．．－．－．．．．－

注モールス符号の点､線の長さ皮〔)VmlWII土、mBlil化してある。

●

●

●

●
●

●

Ｂ－５次の記述は、無線従事者の免許証について述べたものである。電波法施行規則（第３８条）及び無線従事者規則（第５０条及び

第５１条,の規定に照らし、これらの規定に適合するものを１，適合しないものを２として解答せよ。

ア無線従事者は、住所に変更を生じたときは、所定の様式の申請書に免許証及び住所の変更の事実を証する書類を添えて総務大臣又

は総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含むｂ）に提出し、免許証の訂正を受けなければならない。

イ無線従事者は、免許証を失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、所定の様式の申請書に写真１枚を添えて総務大臣

又１．.総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含むｂ）に提出しなければならなし＄

ウ無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から１箇月以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局

長（沖縄総合通信事務所長を含むも）に返納しなければならない。

＝無線従事者は、免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、発見した日から１ｏ日以内にその免許証を総務大臣又

は総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含むｂ）に返納しなければならなしも

オ無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を搦ifしていなければならなしも

Ｂ－６次の記述は、局の識別について述べたものである。無線通信規則（第１９鍋の規定に照らし、この規定に適合するものを１，適合

しないものを２として解答せよ。

ア虚偽の又はまぎらわしい識別表示を使用する伝送はすべて禁止する。

イアマチュア業務においては、すべての伝送は、：ii3;11信号を伴うものとする。

ウアマチュア局は、特別取決めにより国際符字列に基づかない呼出符号を持つことができる。

エ各局は、局が容易に識BIjされるため、その伝送中に少なくとも５分ごとに識５１脂号を伝送しなければならなし＄

オ多数の局が同時に通信するときは、各自の識５１贈号又はすぺての関係局の繊別表示を伝送しなければならないとの要件は適用しな

い。

(ＨＹ３１２－７）



平成23年12月期

第一級アマチュア無線技±「法規」合格基準及び正答

試験問題記号

合格基準

満点及び合格点

配点内訳

３０問２時間30分ＨＹ３１２１

２ 鮪蠅蠅

150点

２４問

合格点１０５点

120点(1問5点）

３０点(1問５点､ただし､小設問各1点）6問

正答３

し |』！
Ａ問題

問題 正答

〔Ａ－１〕 ３

〔Ａ－２〕 ４

〔Ａ－３〕 ４

〔Ａ－４〕 ２

〔Ａ－５〕 ４

〔Ａ－６〕 ２

〔Ａ－７〕 ３

〔Ａ－８〕 １

〔Ａ－ｇ〕 ３

〔Ａ－１０〕 ２

〔Ａ－１１〕 １

〔Ａ－１２〕 １

〔Ａ－１３〕 １

〔Ａ－１４〕 ４

〔Ａ－１５〕 ３

〔Ａ－１６〕 ２

〔Ａ－１フ〕 ４

〔Ａ－１８〕 ４

〔Ａ－１ｇ〕 ２

〔Ａ－２０〕 ３

〔Ａ－２１〕 ３

〔Ａ－２２〕 ２

〔Ａ－２３〕 ２

〔Ａ－２４〕 ２

Ｂ問題

問題 正答

〔Ｂ－１〕

ア

イ

ウ

エ

オ

２

３

５

８

1０

〔Ｂ－２〕

ア

イ

ウ

エ

オ

１

１

１

２

２

〔Ｂ－３〕

ア

イ

ウ

エ

オ

１

２

２

１

１

〔Ｂ－４〕

ア

イ

ウ

エ

オ

１

２

１

１

２

〔Ｂ－５〕

ア

イ

ウ

エ

オ

２

１

２

１

１

〔Ｂ－６〕

ア

イ

ウ

エ

オ

１

１

２

２

２


